
インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症以外の出席停止の感染症は下記の書類を提出してく

ださい。 

＜インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症は別用紙です＞ 

 

 保護者様 

長野県篠ノ井高等学校 

 

 学校保健安全法第 19 条により、学校長の判断により「出席停止」扱いとなり、その間は休んで

も欠席日数にはなりません。出席停止は、感染症予防と流行防止を目的として行う処置です。 

 再登校するにあたっては、「治癒したかどうか。感染の恐れがないと認められるまで。」と、医師

の診断を必要とします。登校する際は、下記証明書を医療機関で記入してもらい、担任へ提出して

ください。 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

治癒報告書 

篠ノ井高等学校長様 

   年   組   番        

 

生徒氏名                      

 

下記の疾患は治癒しており感染の恐れがないことを報告いたします。 

 

記 

 

  １ 疾患名                            

 

  ２ 発症日                  年    月   日（   ） 

 

  ３ 登校許可日                         年    月   日（   ） 

 

  ４ 受診医療機関  医療機関名                                 

           

医師名                   

 

（学校記入欄） 

出席停止期間：    年   月  日(  )～  月  日(  )       日 


